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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
福
島
第
一
原
発
の
事
故
原
因
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
。
）
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
東
京

電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
が
平
成
二
十
四
年
七
月
五
日
に
国
会
に
提
出
し
た
報
告
書
（
以
下
「
国
会
事
故

調
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
「
平
成
二
十
三
（
二
千
十
一
）
年
三
月
十
一
日
十
四
時
四
十
六
分
に
発
生
し
た
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
は
、
東
電
新
福
島
変
電
所
か
ら
福
島
第
一
原
発
に
か
け
て
の
送
変
電
設
備
を
損
傷
さ
せ
、
送
電
を
停
止

さ
せ
た
。
・
・
・
全
て
の
外
部
電
源
を
喪
失
し
た
。
そ
し
て
、
地
震
発
生
か
ら
約
五
十
分
後
に
来
襲
し
た
津
波
に
よ
っ
て
、

多
く
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
や
冷
却
用
海
水
ポ
ン
プ
、
所
内
配
電
系
統
設
備
、
直
流
電
源
設
備
等
が
浸
水
し
た
。
以

上
の
結
果
、
一
、
二
、
四
号
機
で
は
全
電
源
を
、
三
、
五
号
機
で
は
全
交
流
電
源
を
喪
失
す
る
に
至
っ
た
。
」
、
「
福
島
第

一
原
発
は
地
震
・
津
波
に
よ
る
被
害
と
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
・
・
・
一
〜
三
号
機
は
原
子
炉
事
故
に
、
四
号
機
は
原
子
炉
建

屋
が
爆
発
し
使
用
済
み
燃
料
プ
ー
ル
が
外
部
環
境
に
露
出
す
る
事
故
に
至
っ
た
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
東
京
電
力
福

島
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
調
査
・
検
証
委
員
会
（
以
下
「
政
府
事
故
調
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
平
成
二
十
三
年

十
二
月
二
十
六
日
に
取
り
ま
と
め
た
中
間
報
告
書
の
概
要
に
よ
れ
ば
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
、
福
島
第
一
原
発
及

一



び
福
島
第
二
原
発
は
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
と
こ
れ
に
伴
う
津
波
に
見
舞
わ
れ
た
。
（
中
略
）
福
島
第
一
原
発
で
は
、

地
震
後
、
運
転
中
の
一
号
機
か
ら
三
号
機
ま
で
の
自
動
ス
ク
ラ
ム
は
達
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
地
震
と
津
波
に
よ

り
、
外
部
電
源
及
び
発
電
所
に
備
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ぼ
全
て
の
交
流
電
源
が
失
わ
れ
、
原
子
炉
や
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
が
冷

却
不
能
に
陥
っ
た
。
一
号
機
、
三
号
機
及
び
四
号
機
に
お
い
て
は
、
炉
心
の
損
傷
に
よ
り
大
量
に
発
生
し
た
水
素
が
原
子
炉

建
屋
に
充
満
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
爆
発
が
発
生
し
た
。
」
と
さ
れ
、
政
府
事
故
調
査
委
員
会
が
平
成
二
十
四
年
七

月
二
十
三
日
に
取
り
ま
と
め
た
最
終
報
告
書
（
以
下
「
政
府
事
故
調
最
終
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
本
文
編
に
よ
れ
ば
、

「
今
回
の
事
故
は
、
直
接
的
に
は
地
震
・
津
波
と
い
う
自
然
現
象
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
国
会
事
故
調
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
し
か
し
未
解
明
な
部
分
が
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
引
き
続
き
第
三
者

に
よ
る
検
証
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
政
府
事
故
調
最
終
報
告
書
の
概
要
に
よ
れ
ば
、

「
当
委
員
会
は
、
可
能
な
限
り
の
事
実
の
調
査
・
検
証
を
行
っ
て
き
た
が
、
現
地
調
査
に
お
け
る
困
難
性
や
時
間
的
制
約
等

の
た
め
、
福
島
第
一
原
発
の
主
要
施
設
の
損
傷
が
生
じ
た
箇
所
、
そ
の
程
度
、
時
間
的
経
緯
を
始
め
と
す
る
全
体
的
な
損
傷

状
況
の
詳
細
、
放
射
性
物
質
の
漏
出
経
緯
、
原
子
炉
建
屋
爆
発
の
原
因
等
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
に
解
明
で
き
て
い
な
い
点
も

存
在
す
る
。
・
・
・
こ
う
し
た
未
解
明
の
諸
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
包
括
的
か
つ
徹
底
し
た
調
査
・
検
証
を

二



継
続
す
る
組
織
的
態
勢
を
組
む
べ
き
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
本
件
事
故
の
原
因
の
詳
細
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
原
子
力
規
制
委

員
会
に
お
い
て
調
査
等
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
件
事
故
の
原
因
の
詳
細
の
判
明
時
期
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉

建
屋
等
の
内
部
の
状
況
に
つ
い
て
正
確
に
把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


